
四国管内のコミュニティ放送局に再免許

四国のコミュニティ放送事業者8社から再免許申請のあったコミュニティ放送局について、令和7年11
月1日付で免許することとし、令和7年10月28日（火）に免許事項証明書を交付しました。

今回の再免許に当たり、南海トラフ地震などの非常災害に備え、地域に密着した災害・防災
情報等の充実を図るとともに、放送施設の安全性・信頼性の向上に努めることなどを要請しま
した。

四国のコミュニティ放送事業者（県別、開局順）

放送事業者名 周波数

徳島県 株式会社エフエムびざん 79.1MHz

香川県
エフエム・サン株式会社 76.1MHz

エフエム高松コミュニティ放送株式会社 81.5MHz

愛媛県

今治コミュニティ放送株式会社 78.9MHz

宇和島ケーブルテレビ株式会社 76.9MHz

株式会社ハートネットワーク 78.0MHz

高知県
高知シティエフエムラジオ放送株式会社 76.2MHz

ＭＳＩ株式会社 77.9MHz

交付式の様子

【お問い合わせ先】四国総合通信局 放送課  TEL：089-936-5037

コミュニティ放送とは、市区町村内の一部地域を対象に、超短波（ＦＭ）放
送による地域の話題や行政、観光、交通等の地域に密着した きめ細かな
情報等を提供し、地域の活性化等に寄与することを目的とした地域密着型
メディアです。

各事業社からは、今後の事業展開として、「地域に密着し、防災情報の
充実と安全な放送を通じて、安心と信頼を届けていきたい。」、「若年層の
取り込みやスポーツ応援番組の制作等により地域密着番組の充実を図っ
ていきたい。」といった意見をいただきました。

<交付後の意見交換会>
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